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あ
り
、
二
本
松
屋
敷
に
つ
い
て
伝
存

す
る
唯
一
の
屋
敷
図
（
差
図
）
で
あ

る
）
11
（

。
西
は
烏
丸
通
、
南
は
石
橋
町
通

に
面
し
て
、
長
屋
が
存
在
し
、
大
門

町
通
に
表
御
門
が
確
認
さ
れ
る
。
前

出
の
「
御
座
の
間
」
は
図
中
央
に
所

在
す
る
。
部
屋
数
や
確
認
さ
れ
る
施

設
名
称
か
ら
、
久
光
が
長
期
に
居
住

す
る
ス
ペ
ー
ス
が
十
分
に
確
保
さ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

村
山
斎
助
の
任
務
は
、
久
光
の
居

住
ス
ペ
ー
ス
を
十
分
に
確
保
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
。「
座
之
間
」
を
拡
張
す

る
た
め
に
、
鹿
苑
院
の
藪
地
を
も
う

少
し
借
用
で
き
な
い
か
と
願
い
出
て

い
る
。

文
久
三
年
九
月
段
階
に
お
い
て
、

次
の
島
津
久
光
の
上
京
は
、
長
期
の

薩摩藩二本松屋敷絵図（鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵）
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薩摩藩二本松屋敷の政治的意義21

滞
在
期
間
が
見
込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
折
の
上
洛
は
、
文
久
政
変
後
、
方
向
性
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
京
都
政
界

に
、
新
た
に
公
家
た
ち
と
連
携
で
き
る
体
制
と
あ
ら
た
な
国
の
方
針
（
国
是
）
を
決
議
し
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
た

め
、
久
光
自
身
に
加
え
、
島
津
家
の
「
御
側
」
に
存
在
し
た
若
き
人
材
、
小
松
帯
刀
を
京
都
に
在
駐
さ
せ
よ
う
と
い
う
こ
と
に

な
っ
た
。
在
京
の
家
老
が
常
時
存
在
す
る
こ
と
は
、
二
本
松
屋
敷
に
、
大
名
お
よ
び
久
光
の
宿
所
機
能
（「
本
陣
」）
と
役
務
機

関
と
し
て
の
役
所
機
能
の
両
面
を
兼
ね
備
え
た
屋
敷
と
し
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
文
久
三
年
十
二
月
に
取
り
交
わ
さ
れ

た
契
約
内
容
を
み
る
と
、
用
水
の
整
備
が
な
さ
れ
始
め
て
お
り
、
よ
う
や
く
二
本
松
屋
敷
が
住
環
境
と
し
て
整
い
始
め
て
い
る

こ
と
が
う
か
が
え
る
）
11
（

。

さ
ら
に
屋
敷
の
充
実
は
、
京
屋
敷
関
係
者
の
責
務
と
し
て
想
定
さ
れ
、
相
国
寺
へ
そ
の
要
請
が
な
さ
れ
て
い
く
。
三
度
目
の

久
光
の
入
京
と
政
治
運
動
は
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
三
月
、
宮
廷
内
に
お
い
て
催
さ
れ
た
久
光
ら
大
名
諸
侯
ら
の
朝
議
へ

の
参
預
制
度
）
11
（

が
、
徳
川
幕
府
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
瓦
解
す
る
と
、
終
局
を
迎
え
る
こ
と
と
な
り
、
翌
四
月
、
久
光
ら
大
名
諸

侯
の
帰
国
へ
と
帰
結
し
て
し
ま
う
。
久
光
に
よ
る
外
交
を
旨
と
す
る
政
治
運
動
は
、
こ
れ
に
よ
り
ほ
ぼ
そ
の
成
立
の
可
能
性
を

失
い
、
国
政
の
局
面
に
大
名
諸
侯
の
参
加
が
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
く
。
徳
川
幕
府
と
天
皇
、
宮
廷
社
会
の
政
治
的
融
和
が
実

現
し
、
中
央
政
局
と
化
し
て
い
た
京
か
ら
大
名
に
よ
る
「
国
事
」
運
動
が
そ
の
意
味
を
消
失
さ
せ
て
い
く
。
京
屋
敷
の
存
在
意

義
か
ら
、
大
名
の
宿
所
と
し
て
の
意
味
合
い
が
徐
々
に
失
せ
て
い
く
も
の
の
、
薩
摩
藩
京
屋
敷
の
場
合
は
、
在
京
の
家
老
に
よ

る
差
配
の
も
と
、
京
屋
敷
の
関
係
者
が
こ
れ
ま
で
ど
お
り
の
京
の
事
案
対
応
を
、
軍
務
に
関
わ
っ
て
、
大
名
側
役
の
才
能
が
京

に
派
遣
さ
れ
、
二
本
松
屋
敷
を
拠
点
に
、
政
治
対
応
が
な
さ
れ
て
い
く
。
文
久
年
間
に
久
光
に
逆
鱗
に
触
れ
て
、
沖
永
良
部
島

に
流
さ
れ
る
も
、
帰
還
後
、
す
ぐ
さ
ま
京
の
軍
賦
役
（
軍
の
総
指
揮
官
）
に
任
じ
ら
れ
た
西
郷
隆
盛
は
、
転
換
期
の
京
屋
敷
の

制
度
に
ふ
さ
わ
し
い
人
事
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
西
郷
は
こ
の
後
、
藩
主
側
役
と
し
て
、
京
屋
敷
自
体
を
主
導
し
て
い
く

立
場
の
人
間
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
）
11
（

。
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⑸
久
光
退
京
後
の
二
本
松
屋
敷

薩
摩
藩
は
、
西
郷
隆
盛
を
中
心
に
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
七
月
に
お
こ
っ
た
京
の
争
乱
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ

た
。
元
治
元
年
七
月
十
九
日
未
明
に
、
伏
見
方
面
で
お
こ
っ
た
彦
根
、
大
垣
両
藩
兵
と
長
州
藩
毛
利
家
勢
の
戦
闘
は
、
同
日
の

午
前
中
に
は
、
禁
裏
御
所
周
辺
へ
と
そ
の
場
を
移
し
、
南
方
か
ら
御
所
を
目
指
す
長
州
勢
に
、
西
方
か
ら
こ
れ
へ
の
遊
撃
を
試

み
る
長
州
勢
が
加
わ
り
、
禁
裏
を
守
護
し
た
会
津
藩
松
平
家
、
薩
摩
藩
島
津
家
、
津
藩
藤
堂
家
を
中
心
と
す
る
大
名
家
勢
力
と

激
し
い
交
戦
が
な
さ
れ
た
。
戦
火
に
よ
り
生
じ
た
火
災
は
甚
大
な
被
害
を
出
し
た
が
、
戦
乱
は
十
九
日
中
に
は
お
さ
ま
り
、
以

後
、
長
州
勢
に
対
す
る
残
党
狩
り
で
民
家
、
寺
院
に
被
害
が
出
た
）
11
（

。
相
国
寺
の
記
録
「
役
者
寮
日
記
」
元
治
元
年
七
月
十
九
日

条
、
内
裏
付
近
の
戦
乱
状
況
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
。

朝
七
ツ
頃
よ
り
御
所
近
処
騒
立
、
砲
声
甚
敷
相
聞
、
依
之
列
総
出
勤
、
暁
天
よ
り
弥
甚
敷
相
成
、
一
向
何
事
か
不
相
分
故
、

遠
見
遣
候
処
、
天
龍
寄
寓
長
州
人
并
山
崎
・
伏
見
・
洛
中
処
々
寄
寓
之
者
一
同
蜂
起
、
御
所
へ
押
寄
、
既
ニ
及
戦
争
、
薩

藩
・
会
藩
其
外
諸
藩
防
御
士
夥
敷
出
陣
、
九
門
之
内
、
中
立
売
御
門
前
而
戦
争
相
始
り
、
市
中
上
下
共
大
騒
動
也
（
中
略
）

衆
評
之
上
、
御
判
物
并
宝
物
之
内
大
切
之
品
斗
、
先
岩
倉
へ
移
可
置
治
定
、
宝
物
并
寺
中
之
荷
物
は
是
心
庵
・
洞
雲
庵
へ

預
置
、
僧
堂
衆
二
人
つ
ヽ
詰
切
、
御
判
物
并
御
朱
印
ハ
霊
徳
庵
へ
預
、
其
上
而
上
方
岩
倉
へ
立
退
（
以
下
略
）
1（
（

）

午
前
八
時
頃
か
ら
、
御
所
近
辺
が
騒
が
し
く
な
り
、
夥
し
く
砲
声
が
鳴
り
響
い
た
の
で
、
使
い
を
派
遣
し
状
況
を
見
に
行
か

せ
た
と
こ
ろ
、
天
龍
寺
や
山
崎
、
伏
見
に
駐
屯
し
た
長
州
勢
が
蜂
起
し
、
御
所
近
辺
で
は
薩
摩
・
会
津
他
諸
藩
兵
と
交
戦
し
、

「
市
中
上
下
共
大
騒
」
で
あ
る
と
。
寺
内
で
は
、
緊
急
に
会
議
を
開
い
て
「
御
判
物
并
宝
物
之
内
大
切
之
品
」
だ
け
を
、
岩
倉
村

に
避
難
さ
せ
る
こ
と
に
決
め
、
そ
の
他
宝
物
の
類
は
大
徳
寺
の
塔
頭
是
心
庵
・
洞
雲
庵
、
判
物
や
朱
印
の
類
は
霊
徳
庵
へ
預
け

る
こ
と
に
決
し
て
い
る
。
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薩摩藩二本松屋敷の政治的意義23

七
月
二
十
二
日
条
に
は
、「
今
朝
火
未
止
」
と
依
然
と
し
て
残
党
狩
り
の
際
に
出
た
火
は
や
ま
な
い
と
あ
り
、「
焼
ヌ
ケ
、
河

原
町
よ
り
東
堀
川
迄
、
悉
焼
失
」
し
、「
実
ニ
応
仁
同
様
之
事
乎
」
と
評
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
記
録
が
残
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
禁
門
の
変
に
よ
る
戦
火
は
、
相
国
寺
お
よ
び
二
本
松
屋
敷
に
は
及
ば
な
か
っ
た
。
大
方
の
大
名
屋
敷
が

被
災
、
類
焼
の
状
況
に
あ
っ
た
が
、
二
本
松
屋
敷
は
無
事
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
文
久
期
か
ら
慶
応
に
お
け
る
薩
摩
藩
の
政
治
行

動
に
連
続
性
と
円
滑
性
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
、
薩
摩
藩
の
錦
小
路
屋
敷
は
、
戦
火
に
よ
る
類
焼
に
遭
い
、
機

能
不
全
の
状
況
で
あ
り
、
前
出
の
薩
摩
藩
士
村
山
斎
助
か
ら
は
、
相
国
寺
に
対
し
て
、
藩
士
、
兵
士
の
避
難
所
と
し
て
塔
頭
の

利
用
が
求
め
ら
れ
て
い
る
）
11
（

。
禁
門
の
変
を
境
に
し
て
、
薩
摩
藩
に
お
け
る
京
へ
の
対
応
業
務
を
担
っ
て
き
た
錦
小
路
屋
敷
に
お

い
て
は
、
従
前
よ
り
の
業
務
が
な
さ
れ
な
く
な
り
、
京
に
お
け
る
業
務
の
一
切
が
、
二
本
松
屋
敷
に
移
管
さ
れ
て
い
く
。

次
の
史
料
は
、
多
数
の
藩
士
の
上
京
と
滞
在
が
想
定
さ
れ
る
役
務
機
関
と
し
て
の
二
本
松
屋
敷
の
環
境
維
持
を
図
る
た
め
、

あ
ら
た
に
水
を
引
こ
う
と
し
た
際
に
作
成
さ
れ
た
「
契
約
書
」
で
あ
る
。

契
約
書

一
、
此
度
御
総
門
内
蓮
池
通
水
樋
口
よ
り
分
水
之
儀
及
御
熟
談
候
処
、
夫
々
御
領
諾
被
下
、
別
而
仕
合
ニ
御
座
候
、
就
而

者
万
一
分
水
之
儀
二
付
、
以
来
故
障
之
儀
差
起
候
節
者
、
急
度
当
方
よ
り
引
受
、
一
切
御
山
内
御
心
配
ニ
不
及
様
可
致
候

一
、
蓮
池
常
平
通
水
之
儀
為
方
不
宜
候
間
、
水
留
之
樋
垣
内
え
別
段
取
設
可
申
旨
、
委
細
致
承
諾
候

一
、
分
水
道
筋
蓮
池
面
よ
り
直
ニ
鹿
苑
院
境
内
え
引
入
候
二
付
而
者
、
右
塀
下
後
患
不
相
成
様
修
理
可
申
候

尤
損
所
出
来
之
節
者
、
其
旨
為
御
知
可
被
下
候

　
　

右
条
々
至
後
年
聊
無
相
達
様
、
堅
約
相
結
申
度
、
其
為
契
条
書
如
件

慶
応
元
乙
丑
年
八
月　
　
　
　
　
　

薩
州
留
守
居
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相
国
寺　

御
役
者
衆
中　
　
　
　
　

吉
井　

幸
輔
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
田
仲
之
助
（
印
）
11
（

）

右
の
史
料
で
は
、
屋
敷
内
で
必
要
と
さ
れ
る
上
水
の
量
が
多
分
に
及
ぶ
の
で
、
相
国
寺
が
利
用
す
る
「
御
総
門
内
蓮
池
通
水

樋
口
」
よ
り
分
水
し
て
、
二
本
松
屋
敷
に
引
き
込
む
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
屋
敷
に
引
き
込
む
際
、「
鹿
苑
院
境
内
」
を
通

さ
ね
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
普
請
に
よ
っ
て
破
損
な
ど
生
じ
た
際
に
は
、
島
津
家
の
責
任
で
修
理
す
る
こ
と
が
申
し
送
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
折
の
京
都
留
守
居
吉
井
幸
輔
は
、
大
名
の
側
に
生
成
さ
れ
た
有
志
集
団
「
誠
忠
組
」
の
中
心
的
人
物
で
、
文
久

二
年
以
降
、
島
津
久
光
の
「
側
」
に
お
い
て
、
そ
の
外
交
運
動
の
要
に
な
っ
て
動
い
た
。
吉
井
が
い
よ
い
よ
京
屋
敷
詰
と
な
っ

て
、
久
光
不
在
の
京
に
お
い
て
も
主
体
的
に
政
治
活
動
を
展
開
し
う
る
状
況
を
作
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
慶
応
元
年

（
一
八
六
五
）
八
月
に
も
、
二
本
松
屋
敷
は
政
治
拠
点
と
し
て
も
は
や
完
成
形
と
な
り
得
て
い
た
と
い
え
る
。

慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
正
月
、
島
津
家
と
長
州
藩
毛
利
家
と
の
間
で
、
島
津
家
が
毛
利
家
を
ど
の
よ
う
に
援
護
、
支
援
す

る
の
か
を
め
ぐ
っ
て
、
業
務
提
携
が
な
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
薩
長
同
盟
で
あ
る
が
、
こ
の
提
携
に
は
両
家
中
の
人
員
以
外
に
、

多
方
面
の
大
名
家
臣
お
よ
び
浪
人
が
関
与
し
た
。
関
与
の
大
小
を
問
わ
ず
、
薩
摩
藩
二
本
松
屋
敷
に
は
、
大
名
お
よ
び
島
津
久

光
の
居
住
、
逗
留
が
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
四
月
ま
で
な
か
っ
た
た
め
、
外
部
者
の
出
入
が
比
較
的
旺
盛
に
な
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
土
佐
藩
を
出
て
、
長
崎
亀
山
に
結
社
を
つ
く
り
、
薩
摩
藩
の
代
行
業
者
と
し
て
物
資
運
搬
を
旨
と
す
る
業
務
を

指
揮
し
て
い
た
坂
本
龍
馬
は
、
そ
の
代
表
的
な
人
物
の
一
人
と
し
て
数
え
ら
れ
よ
う
。

⑹
薩
摩
藩
二
本
松
屋
敷
の
政
治
的
意
義

薩
摩
藩
二
本
松
屋
敷
の
政
治
的
意
義
が
何
で
あ
っ
た
か
を
考
え
て
い
く
。
大
名
京
屋
敷
に
は
、
先
述
し
た
京
の
町
の
空
間
利
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用
の
あ
り
よ
う
の
違
い
や
、
大
名
家
自
体
の
政
治
的
位
置
と
「
国
事
」
に
対
す
る
方
向
性
の
面
か
ら
考
え
て
、
そ
の
存
在
意
義

は
さ
ま
ざ
ま
に
あ
る
。
ま
ず
、
幕
末
の
京
都
に
は
、
大
名
京
屋
敷
と
「
本
陣
」
が
あ
る
。
前
者
は
大
名
家
の
所
有
に
な
る
も
の

で
あ
り
、
後
者
は
寺
院
か
ら
の
借
用
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
元
来
、
京
に
お
け
る
大
名
家
の
業
務
は
、
宮
廷
社
会
と
京
の
文
化

へ
の
対
応
で
あ
り
、
大
名
家
一
般
は
、
数
名
の
人
員
配
備
の
み
で
遂
行
し
て
き
た
。

幕
末
期
に
お
け
る
日
本
社
会
の
混
沌
は
、
文
久
二
年
以
降
、
島
津
久
光
が
先
鞭
を
つ
け
た
大
名
家
に
よ
る
「
国
事
」
運
動
を

引
き
起
こ
し
た
。
国
元
に
い
る
は
ず
の
大
名
あ
る
い
は
そ
れ
に
代
わ
る
人
間
が
上
京
し
、
居
を
構
え
て
滞
在
す
る
。
そ
こ
で
は
、

国
元
の
住
空
間
に
近
い
居
住
性
、
利
便
性
が
求
め
ら
れ
、
行
政
の
場
た
る
京
屋
敷
と
は
異
な
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
た
。
居
城
以

外
の
大
名
の
居
場
所
、
す
な
わ
ち
、「
本
陣
」
で
あ
る
。「
本
陣
」
に
は
、
概
ね
大
き
な
寺
院
が
宛
て
ら
れ
、
そ
の
塔
頭
を
借
用

し
て
仮
住
ま
い
と
し
た
。
あ
く
ま
で
旅
館
的
利
用
で
あ
る
。
文
久
年
間
の
大
名
家
の
政
治
運
動
が
、
大
名
の
上
京
と
滞
在
を
基

本
的
な
条
件
と
し
て
進
め
ら
れ
た
の
で
、
京
に
は
大
名
の
「
本
陣
」
が
ひ
し
め
き
合
う
状
況
が
生
ま
れ
た
。

一
方
、
屋
敷
に
つ
い
て
は
、
洛
中
、
殊
に
近
世
初
期
か
ら
求
め
ら
れ
た
二
条
城
周
辺
の
物
件
は
乏
し
く
、
自
然
、
鴨
川
の
東
、

す
な
わ
ち
鴨
東
地
域
に
広
大
な
地
所
を
求
め
る
動
き
が
現
れ
た
。
政
治
主
体
た
る
大
名
は
「
本
陣
」
に
、
藩
士
は
兵
卒
と
し
て

屋
敷
に
、
と
い
っ
た
構
図
が
京
で
は
成
立
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
名
自
ら
が
「
国
事
」
対
応
を
お
こ
な
う
こ
と
が
徳

川
幕
府
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
元
治
元
年
四
月
段
階
以
降
、
お
の
ず
か
ら
寺
院
が
「
本
陣
」
と
な
る
ケ
ー
ス
が
減
少
し
て
い
く
。

大
名
の
「
国
事
」
へ
の
対
応
の
変
化
が
、
幕
末
期
の
京
の
空
間
構
造
を
変
え
た
の
で
あ
る
。
大
名
に
よ
る
「
国
事
」
対
応
か
ら

大
名
家
臣
の
政
治
行
動
へ
。
大
名
外
交
か
ら
内
乱
を
ふ
ま
え
た
軍
事
対
応
へ
。
こ
の
文
久
期
の
政
治
主
旨
か
ら
元
治
・
慶
応
期

の
政
治
主
旨
へ
の
転
換
は
、
鴨
川
以
東
の
農
村
空
間
に
、
尾
張
藩
徳
川
家
、
土
佐
藩
山
内
家
な
ど
大
規
模
な
大
名
家
の
下
屋
敷

地
を
成
立
さ
せ
、
常
時
、
藩
兵
が
プ
ー
ル
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
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薩
摩
藩
二
本
松
屋
敷
は
、
幕
末
期
に
存
在
し
た
大
名
京
屋
敷
、
寺
院
境
内
の
塔
頭
を
利
用
し
た
「
本
陣
」
と
は
、
異
な
る
性

格
が
あ
る
。
ま
ず
一
点
目
に
、
二
本
松
屋
敷
が
大
名
で
な
い
主
導
者
、
島
津
久
光
の
長
期
滞
在
を
想
定
さ
れ
て
建
設
さ
れ
た
「
本

陣
」
的
性
格
を
有
す
る
こ
と
。
島
津
久
光
と
い
う
、
異
例
の
政
治
主
導
者
が
滞
在
し
、
同
じ
敷
地
内
に
お
い
て
居
住
す
る
家
臣

と
と
も
に
、
政
治
業
務
を
お
こ
な
い
う
る
施
設
で
あ
っ
た
。

二
点
目
と
し
て
、
そ
の
立
地
状
態
で
あ
る
。
文
久
二
年
下
半
期
以
降
、
洛
中
の
物
件
を
探
索
す
る
大
名
家
が
数
多
く
あ
っ
た
。

相
国
寺
に
つ
い
て
も
「
本
陣
」
と
し
て
の
利
用
が
請
わ
れ
、
鳥
取
藩
池
田
家
、
岡
山
藩
池
田
家
、
姫
路
藩
酒
井
家
、
尾
張
藩
徳

川
家
な
ど
が
、
家
中
の
担
当
者
が
相
国
寺
を
訪
れ
、
塔
頭
利
用
の
請
願
が
な
さ
れ
て
き
た
。
内
裏
空
間
へ
の
対
応
に
よ
っ
て
な

る
文
久
年
間
の
大
名
家
の
政
治
運
動
に
お
い
て
、
最
良
の
立
地
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
結
果
、
相
国
寺
に
お
け
る
塔
頭
利

用
は
、
島
津
家
の
意
向
が
重
視
さ
れ
て
、
岡
山
藩
池
田
家
の
利
用
の
み
と
な
っ
た
が
、
内
裏
に
真
近
い
地
所
に
屋
敷
が
所
在
し

た
こ
と
は
、
久
光
に
よ
る
政
治
に
効
果
的
に
働
い
た
。
大
名
が
上
京
す
る
こ
と
に
よ
る
「
国
事
」
の
ス
タ
イ
ル
が
、
徳
川
幕
府

に
お
い
て
否
定
さ
れ
た
元
治
元
年
下
半
期
以
降
、
二
本
松
藩
邸
に
は
「
志
士
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

幕
末
期
に
お
け
る
「
志
士
」
の
活
動
の
場
は
、
そ
の
存
在
を
あ
か
ら
さ
ま
に
す
る
こ
と
の
な
い
、
繁
華
な
京
、
具
体
的
に
は
鴨

川
周
辺
、
木
屋
町
、
河
原
町
で
あ
っ
た
。
同
地
の
有
す
る
繁
華
で
猥
雑
な
性
格
が
、
彼
ら
の
非
公
式
な
政
治
意
識
と
行
動
を
隠

蔽
し
え
た
か
ら
で
あ
る
。
同
地
に
所
在
し
た
長
州
藩
毛
利
家
、
土
佐
藩
山
内
家
の
京
屋
敷
は
、
彼
ら
の
非
公
式
な
政
治
行
動
の

庇
護
す
る
場
と
な
り
え
た
。
す
な
わ
ち
、「
志
士
」
の
正
義
は
、
木
屋
町
・
河
原
町
と
い
う
町
に
保
全
さ
れ
た
と
い
え
る
の
で
あ

る
）
11
（

。徳
川
幕
府
が
京
の
治
安
維
持
、
守
衛
に
大
き
な
力
を
注
ぎ
は
じ
め
る
の
は
、
大
名
の
京
都
守
護
が
見
直
さ
れ
た
元
治
元
年
上

半
期
で
あ
る
。
浪
士
集
団
新
選
組
、
あ
ら
た
な
幕
府
兵
、
新
徴
組
に
よ
っ
て
京
で
お
こ
る
政
治
犯
罪
が
取
り
締
ま
ら
れ
る
と
、
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「
志
士
」
は
そ
の
行
き
場
を
失
う
こ
と
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
、
二
本
松
屋
敷
が
新
た
な
受
け
皿
と
な
り
、
こ
の
周
辺
が
あ

ら
た
な
「
志
士
」
の
場
と
な
っ
た
。
内
裏
の
北
側
に
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
京
都
の
「
表
」
の
空
間
に
、
二
本
松
屋
敷
が
存
在
し
た

こ
と
は
、
彼
ら
の
非
公
式
な
政
治
意
識
を
、
公
式
な
「
国
事
」
へ
と
近
づ
け
た
の
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

本
稿
に
お
い
て
は
、
お
お
よ
そ
以
下
の
二
点
に
つ
い
て
考
察
し
、
論
点
を
提
示
し
え
た
。

ま
ず
一
点
目
と
し
て
、
島
津
久
光
の
政
治
主
導
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
久
光
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
文
久
二
年
四
月
の
率
兵

上
京
に
つ
い
て
、
幕
末
史
に
お
け
る
政
治
的
意
義
を
問
う
た
こ
と
が
あ
っ
た
）
11
（

。
本
稿
で
は
、「
外
交
」
を
久
光
の
唯
一
の
専
管
業

務
で
あ
っ
た
と
解
し
、
そ
の
方
法
論
上
に
、
京
屋
敷
は
存
在
し
、
国
元
で
は
な
く
、
京
を
拠
点
と
し
て
外
交
政
策
を
推
進
せ
ん

と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
考
察
し
た
。
こ
の
よ
う
な
久
光
の
政
策
は
、
彼
自
身
が
大
名
で
は
な
く
、
大
名
た
る
島
津
茂
久
の
父

で
あ
り
、「
国
父
」
と
い
う
稀
有
な
尊
称
に
よ
っ
て
称
え
ら
れ
た
、
大
名
家
中
の
な
か
で
極
め
て
曖
昧
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
も

影
響
し
よ
う
。
大
名
が
、
藩
の
政
治
施
策
の
矢
面
に
立
つ
こ
と
は
、
日
本
近
世
に
お
い
て
は
稀
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
際
に
は

「
改
革
」
と
称
さ
れ
る
藩
政
の
抜
本
的
な
見
直
し
が
図
ら
れ
た
。

ま
た
久
光
に
は
、
鹿
児
島
城
に
と
ど
ま
る
必
要
性
が
な
い
。
か
つ
て
、
筆
者
が
問
う
た
島
津
久
光
の
率
兵
上
京
の
意
義
に
つ

い
て
、
付
言
す
る
な
ら
ば
、
久
光
に
よ
っ
て
政
治
指
揮
が
な
さ
れ
る
場
こ
そ
、
京
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
大
久
保
や
中
山
、

小
松
ら
に
よ
る
積
極
的
な
準
備
工
作
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
京
と
い
う
「
場
」
自
体
が
、
久
光
の
政
治
に
お
け
る
方
法
論

と
な
り
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
生
麦
事
件
に
よ
っ
て
生
じ
た
イ
ギ
リ
ス
と
の
紛
争
や
、
あ
ら
た
な
国
是
樹
立
の
た

め
に
関
与
し
た
朝
議
参
与
制
度
の
瓦
解
は
、
京
を
活
か
し
た
い
久
光
の
政
治
に
お
け
る
想
定
外
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
結
果
、
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政
治
の
「
場
」
と
認
め
た
京
と
、
久
光
と
の
距
離
を
生
じ
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
近
世
に
お
け
る
大
名
京
屋
敷
の
総
体
を
確
認
し
、
薩
摩
藩
二
本
松
屋
敷
の
性
格
を
考
察
し
た
こ
と
で
あ
る
。
大
名
京

屋
敷
は
、
幕
初
に
お
い
て
存
在
し
た
将
軍
上
洛
へ
の
供
奉
遂
行
を
旨
と
す
る
大
名
家
の
担
う
べ
き
軍
役
の
た
め
に
設
置
さ
れ
、

三
代
将
軍
、
徳
川
家
光
が
最
後
に
上
洛
し
た
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）
六
月
以
降
、
将
軍
へ
の
供
奉
を
伴
う
義
務
的
で
可
視

的
な
軍
役
で
は
な
く
、
宮
廷
社
会
へ
の
対
応
を
旨
と
す
る
大
名
家
の
慣
習
的
な
そ
れ
を
お
こ
な
う
施
設
と
し
て
変
容
し
た
。
財

政
的
な
問
題
か
ら
、
屋
敷
の
要
、
不
要
が
問
わ
れ
、
大
名
家
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
撤
収
も
な
さ
れ
た
が
、
近
世
を
通
じ
て
京
屋

敷
を
保
持
し
た
大
名
家
に
お
い
て
は
、
通
説
の
と
お
り
、
大
名
家
に
お
い
て
最
早
必
然
と
さ
れ
た
儀
礼
典
礼
、
学
術
文
化
の
タ

ー
ミ
ナ
ル
と
し
て
機
能
し
え
た
。
幕
末
期
に
お
け
る
京
の
政
治
的
浮
上
に
よ
っ
て
、
大
名
家
に
よ
る
京
へ
の
働
き
か
け
が
頻
繁

に
な
る
に
至
り
、
大
名
の
宿
所
が
必
要
と
な
っ
た
。
大
方
の
大
名
に
お
い
て
は
、
京
屋
敷
に
こ
れ
を
求
め
る
こ
と
な
く
、
洛
中
、

洛
外
の
境
内
規
模
の
大
き
な
寺
院
に
求
め
た
。
居
城
以
外
の
大
名
の
居
所
は
「
本
陣
」
と
呼
ば
れ
、
京
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
「
本

陣
」
が
点
在
す
る
状
況
が
生
ま
れ
た
。
二
本
松
屋
敷
に
は
、
表
長
屋
が
立
ち
並
び
、
上
京
し
て
き
た
藩
士
を
住
居
さ
せ
う
る
だ

け
で
な
く
、
中
央
部
に
建
て
ら
れ
た
御
殿
に
は
大
名
の
住
居
ス
ペ
ー
ス
も
完
備
さ
れ
た
。
禁
門
の
変
以
降
は
、
幕
末
以
前
よ
り

存
在
し
た
錦
小
路
屋
敷
が
兵
火
で
類
焼
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
屋
敷
内
の
事
務
も
移
管
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

注（
1
）　

笹
部
昌
利
「
薩
摩
藩
島
津
家
と
近
衛
家
の
相
互
的
「
私
」
の
関
わ
り
―
文
久
二
年
島
津
久
光
の
「
上
京
」
を
素
材
に
―
」（『
日
本
歴

史
』
六
五
七
号
、
二
〇
〇
三
年
所
収
）。

（
2
）　

毛
利
敏
彦
『
明
治
維
新
政
治
史
序
説
』
未
來
社
、
一
九
六
七
年
、
佐
々
木
克
『
大
久
保
利
通
と
明
治
維
新
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八

年
、
同
『
幕
末
政
治
と
薩
摩
藩
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
、
芳
即
正
『
島
津
久
光
と
明
治
維
新
』
新
人
物
往
来
社
、
二
〇
〇
二
年
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な
ど
。
ま
た
、
比
較
的
あ
た
ら
し
い
研
究
と
し
て
、
町
田
明
広
『
島
津
久
光=

幕
末
政
治
の
焦
点
』
講
談
社
、
二
〇
〇
九
年
、
同
『
幕

末
文
久
期
の
国
家
政
略
と
薩
摩
藩
―
島
津
久
光
と
皇
政
回
復
―
』
岩
田
書
院
、
二
〇
一
〇
年
が
あ
る
。
町
田
は
島
津
久
光
の
政
治
的
求

心
性
に
重
き
を
置
い
た
議
論
を
呈
す
る
。
制
度
面
の
取
り
扱
い
、
史
料
解
釈
な
ど
に
少
し
く
異
論
が
あ
る
。
稿
を
分
け
て
検
討
し
た
い
。

（
3
）　

同
様
の
観
点
か
ら
、
相
国
寺
の
幕
末
史
を
取
り
扱
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
笹
部
昌
利
『
幕
末
動
乱
の
京
都
と
相
国
寺
』
相
国
寺
、
二
〇
一
〇

年
。
同
書
は
二
〇
〇
九
年
に
相
国
寺
承
天
閣
美
術
館
で
お
こ
な
っ
た
講
義
録
を
出
版
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
（
）　

大
名
家
の
格
式
と
政
治
意
思
決
定
に
つ
い
て
は
、
笠
谷
和
比
古
『
近
世
武
家
社
会
の
政
治
構
造
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
）

一
九
四
～
二
一
二
頁
参
照
。

（
（
）　
「
隠
居
」
を
政
治
史
研
究
に
お
い
て
考
察
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
問
う
た
研
究
と
し
て
、
家
近
良
樹
『
老
い
と
病
で
み
る
幕
末
維
新
―

人
び
と
は
ど
の
よ
う
に
生
き
た
か
』
人
文
書
院
、
二
〇
一
四
年
が
あ
る
。
私
見
に
つ
い
て
は
、
笹
部
昌
利
「
紹
介　

家
近
良
樹
著
『
老

い
と
病
で
み
る
幕
末
維
新
』」（『
明
治
維
新
史
研
究
』
一
三
号
、
二
〇
一
六
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（
）　

藩
内
に
お
け
る
業
務
の
類
別
に
つ
い
て
は
、
笹
部
昌
利
「
近
世
の
政
治
秩
序
と
幕
末
政
治
―
鳥
取
藩
池
田
家
を
素
材
と
し
て
」（『
ヒ

ス
ト
リ
ア
』
二
〇
八
号
、
二
〇
〇
八
年
所
収
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
7
）　

鹿
児
島
県
維
新
史
料
編
さ
ん
所
編
『
鹿
児
島
県
史
料　

忠
義
公
史
料
』
一
（
鹿
児
島
県
、
一
九
七
二
年
）
三
七
二
頁
。

（
（
）　

佐
々
木
前
掲
書
は
、
安
政
期
の
斉
彬
の
政
治
目
標
と
文
久
二
年
以
降
の
政
治
路
線
と
の
連
続
性
を
主
張
す
る
。

（
9
）　

笹
部
昌
利
「
書
評　

佐
々
木
克
著
『
幕
末
政
治
と
薩
摩
藩
』」（『
日
本
史
研
究
』
五
二
九
号
、
二
〇
〇
六
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
10
）　

藤
川
昌
樹
『
近
世
武
家
集
団
と
都
市
・
建
築
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
二
年
。

（
11
）　
『
洛
中
絵
図　

寛
永
後
万
治
前
』
臨
川
書
店
、
一
九
七
九
年
。

（
12
）　
『
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
』
に
は
、
京
都
代
官
五
味
豊
直
の
屋
敷
が
「
寛
永
十
一
戌
年
御
上
洛
之
節
五
味
備
前
守
拝
領
自
分
家
作
」

し
た
が
、
死
去
し
た
の
で
後
任
の
「
小
出
越
中
守
え
右
御
屋
敷
相
渡
」
さ
れ
て
、「
御
役
屋
敷
」
と
し
て
利
用
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ

る
。『
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
』
上
、
清
文
堂
出
版
、
一
九
七
三
年
、
一
九
二
頁
。

（
13
）　
『
新
修
京
都
叢
書
』
巻
二
、
臨
川
書
店
、
一
九
六
九
年
、
二
六
九
頁
。

（
1（
）　
『
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
』
上
、
一
三
七
頁
。

（
1（
）　
「
久
光
公
御
上
洛
ニ
就
而
布
告
幷
御
行
列
書
」（
市
来
四
郎
「
石
室
秘
稿
」
一
一
一
︲
二
九
二
〇
五
三
、
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料

室
蔵
）
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（
1（
）　

日
本
史
籍
協
会
編
『
島
津
久
光
公
実
紀
』
一
巻
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
七
年
復
刻
、
八
八
頁
。

（
17
）　

前
掲
拙
稿
「
薩
摩
藩
島
津
家
と
近
衛
家
の
相
互
的
「
私
」
の
関
わ
り
―
文
久
二
年
島
津
久
光
の
「
上
京
」
を
素
材
に
―
」
を
参
照
の

こ
と
。

（
1（
）　
「
柏
州
日
記
」（『
相
国
寺
史
料
』
十
、
思
文
閣
出
版
、
一
九
七
七
年
、
二
五
〇
－
二
頁
）

（
19
）　
「
相
国
寺
文
書
」
薩
摩
藩
屋
敷
関
係
史
料
︲
七
四
。

（
20
）　
「
相
国
寺
文
書
」
薩
摩
藩
屋
敷
関
係
史
料
︲
一
〇
九
。

（
21
）　
「
相
国
寺
文
書
」
薩
摩
藩
屋
敷
関
係
史
料
︲
六
二
。

（
22
）　
「
相
国
寺
文
書
」
薩
摩
藩
屋
敷
関
係
史
料
︲
一
六
三
。

（
23
）　
『
相
国
寺
史
料
』
十
、二
六
六
︲
七
頁
。

（
2（
）　

笹
部
昌
利
「
京
よ
り
の
政
治
情
報
と
藩
是
決
定
」（
家
近
良
樹
『
も
う
ひ
と
つ
の
明
治
維
新
』
有
志
舎
、
二
〇
〇
六
年
所
収
）

（
2（
）　
「
相
国
寺
文
書
」
薩
摩
藩
屋
敷
関
係
史
料
︲
一
〇
七
。

（
2（
）　
「
京
都
二
本
松
屋
敷
絵
図
」
鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
蔵
。

（
27
）　
『
相
国
寺
史
料
』
十
、二
六
八
︲
九
頁
。

（
2（
）　

朝
議
参
預
に
つ
い
て
は
、
三
谷
博
『
明
治
維
新
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
七
年
、
原
口
清
「
参
預
考
」（『
名
城

商
学
』
四
五
－
一
、一
九
九
五
年　

の
ち
原
口
清
『
幕
末
中
央
政
局
の
動
向

原
口
清
著
作
集
①
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
七
年
所
収
）
に
お
い
て
、
近
代
「
公
議
」
思
想
の
端
緒
と
し
て
解
さ
れ
、
論
じ
ら
れ
た
。
筆

者
は
朝
議
参
与
に
、
大
名
に
よ
る
「
国
事
」
運
動
の
限
界
と
し
て
考
察
し
、
元
治
・
慶
応
以
降
の
政
治
潮
流
と
の
断
絶
を
見
る
。
後
稿

に
お
い
て
検
討
し
た
い
。

（
29
）　

西
郷
隆
盛
に
関
す
る
文
献
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
ほ
ど
存
在
す
る
が
、
近
年
、
家
近
良
樹
氏
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
西
郷
の
健
康
悪
化

と
政
治
判
断
と
の
関
係
性
を
問
う
研
究
が
興
味
深
い
。
家
近
良
樹
『
西
郷
隆
盛
と
幕
末
維
新
の
政
局
―
体
調
問
題
か
ら
見
た
薩
長
同

盟
・
征
韓
論
政
変
』�

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
一
年
。

（
30
）　

岡
彩
子
「
燃
え
る
都
と
燃
え
な
い
民
衆
―
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
京
都
町
衆
の
防
災
意
識
―
」（『
京
都
歴
史
災
害
研
究
』
七
号
、

二
〇
〇
七
号
所
収
）

（
31
）　
『
相
国
寺
史
料
』
十
、三
五
〇
︲
一
頁
。
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（
32
）　
『
相
国
寺
史
料
』
十
、三
四
八
－
九
頁
。

（
33
）　
「
相
国
寺
文
書
」
薩
摩
藩
屋
敷
関
係
史
料
︲
一
六
五
。

（
3（
）　

笹
部
昌
利
「「
人
斬
り
」
と
幕
末
政
治
―
土
佐
藩
山
内
家
の
政
治
運
動
と
個
性
」『
鷹
陵
史
学
』
三
一
号
、
二
〇
〇
五
年
所
収
。

（
3（
）　

前
掲
拙
稿
「
薩
摩
藩
島
津
家
と
近
衛
家
の
相
互
的
「
私
」
の
関
わ
り
―
文
久
二
年
島
津
久
光
の
「
上
京
」
を
素
材
に
―
」
を
参
照
の

こ
と
。
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